
御嵩町訓令甲第38号 

 

御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、御嵩町内に店舗、工場又は事業所（以下「事業所等」

という。）を有する事業者が新型コロナウイルス感染症対策のため、衛生

用品及び備品の購入又は施設の改修を行った場合において、予算の範囲

内で御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金（以下「支援金」

という。）を交付することに関し、御嵩町補助金交付規則（平成５年規則

第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。  

（対象事業者）  

第２条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する

ものをいう。 

 (1) 御嵩町内に事業所等を有する事業者で、岐阜県が発行する新型コロ

ナ対策実施店舗向けステッカーの交付を受け、新型コロナウイルス感

染症対策を実施しているもの 

 (2) 町税等（御嵩町徴収職員取扱規則（平成 20 年規則第 47 号）第２条

に規定する町税等をいう。）を滞納していない者 

 (3) 規則第５条の２第１項各号のいずれにも該当しない者  

（支援金対象事業） 

第３条 支援金の対象となる事業（以下「支援金対象事業」という。）、経

費区分、対象経費、交付率及び交付限度額は、別表のとおりとする。  

２ 支援金の対象経費は、令和３年 12 月１日から令和４年２月 28 日まで

に支払が完了したものとする。  

 （支援金の交付申請）  

第４条 支援金の交付を受けようとする者（以下次条において「申請者」

という。）は、御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付申

請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて令和４年２月 28 日ま

でに町長に提出しなければならない。  

 (1) 岐阜県が発行する新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示状

況が確認できる写真 

 (2) 衛生用品又は備品を購入した場合は、品名・規格、数量及び購入日

が記載された領収書の写し又は支払証拠書類の写し  

 (3) 衛生用品又は備品を購入した場合は、購入状況又は設置状況が確認

できる写真  

 (4) 施設改修を行った場合は、改修に係る費用の詳細及び内訳が確認で

きる領収書の写し又は支払証拠書類の写し  

 (5) 施設改修を行った場合は、施設改修の実施状況が確認できる写真  



 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  

 （支援金の交付決定等） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、支援金の交付の可否及びその額を決定し、御嵩町新型コロナウイル

ス感染症対策事業者支援金交付（不交付）決定通知書（別記様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

（支援金の請求）  

第６条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者（以下第８条にお

いて「交付決定者」という。）は、速やかに御嵩町新型コロナウイルス感

染症対策事業者支援金交付請求書（別記様式第３号）を町長に提出しな

ければならない。  

 （適用除外） 

第７条 規則第 11 条及び第 12 条の規定については、これを適用しない。  

 （支援金の返還） 

第８条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により支援金の交付

を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付

した支援金の全部又は一部を返還させることができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和３年 12 月１日から施行する。 

  



別表（第３条関係） 

支援金対象

事業 
経費区分 対象経費 交付率  交付限度額  

新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス 感

染 症 対 策 の

た め に 実 施

する事業 

衛 生 用 品

購 入 費 及

び 備 品 購

入費  

（衛生用品購入費）  

マスク、消毒液、フェイ

スシールド、ゴーグル、

使い捨て手袋、ペーパ

ータオル、アクリル板、

透明ビニールシート、

テイクアウト用使い捨

て容器又はその他町長

が認めるもの  

（備品購入費）  

パーテーション、非接

触型体温計、消毒液デ

ィスペンサー、足踏み

式消毒スタンド、店頭

販売用机、保温機、空気

清浄機、サーキュレー

ター（換気促進）、二酸

化炭素濃度計又はその

他町長が認めるもの  

対象経費（消

費 税 及 び 地

方 消 費 税 を

除く。）の 10

分の 10（円

未 満 の 端 数

が あ る 場 合

においては、

そ の 端 数 を

切 り 捨 て

る。） 

１事業所 

３万円まで  

（申請は、１

事業所につき

１回までとす

る。） 

施 設 改 修

費  

（施設改修費） 

換気能力向上のための

機器の新増設、ビニー

ルカーテンの設置、蛇

口の自動水栓化、便器

の蓋の自動開閉化、ペ

ー パ ー ホ ル ダ ー の 設

置、購入単価が 20 万円

を超える備品の購入又

はその他町長が認める

もの 

対象経費（消

費 税 及 び 地

方 消 費 税 を

除く。）の２

分の１（円未

満 の 端 数 が

あ る 場 合 に

おいては、そ

の 端 数 を 切

り捨てる。）  

１事業所 

10 万円まで 

（申請は、１

事業所につき

１回までとす

る。） 

備考 

 １ 支援金対象事業を事業所等内にて実施し、かつ、直接的に感染防止

対策につながるもの以外は対象外とする。  

 ２ 支援金対象事業と同一の経費において、他の助成制度による財政的

支援を受ける見込みのある事業に対する経費は対象外とする。  



別記様式第１号（第４条関係）  

年    月    日 

御嵩町長 宛て  

申請者  住 所              

商号又は名称          

代表者名            

電話番号            

 

御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付申請書  

 

下記のとおり支援金の交付を受けたいので、御嵩町新型コロナウイル

ス感染症対策事業者支援金交付要綱第４条の規定により関係書類を添え

て申請します。  

また、本申請を行うに当たり、御嵩町新型コロナウイルス感染症対策

事業者支援金交付要綱第２条各号の該当の有無を確認するため、法人又

は個人の町税等の納付状況の調査及び必要に応じて岐阜県警察に対して

照会することに同意します。  

 

 

記 

 

対象事業所  
事業所

名称 
 所在地  

支給申請額  

衛生用品又は備品 

購入の場合  

 

円  

施設改修の場合  

 

 

円  

合計 

 

 

円  

添 付 資 料 

□  岐阜県「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の掲示状況が

確認できる写真 

□  衛生用品又は備品を購入した場合は、品名・規格、数量及び購入

日が記載された領収書の写し又は支払証拠書類の写し  

□  衛生用品又は備品を購入した場合は、購入状況又は設置状況が確  

認できる写真 

□  施設改修を行った場合は、領収書の写し又は支払証拠書類の写し  

□  施設改修を行った場合は、施設改修の実施状況が確認できる写真  

□  その他町長が必要と認める書類（              ）  

連  絡  先 担当者名   電話番号  

 

 



別記様式第２号（第５条関係）  

御嵩町指令    第   号 

年   月  日 

          様  

御嵩町長 

 

御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付（不交付）決定通知書  

 

     年   月   日付けで申請のありました御嵩町新型コロナウイルス

感染症対策事業者支援金については、次のとおり決定しましたので、御嵩町新型

コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付要綱第５条の規定により通知しま

す。 

 

記  

□   交付します  

交付決定額            円  

条件等 

  ・御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付要綱の趣旨を理解

し、感染症拡大防止に努めること。  

  ・同要綱第８条に該当すると認められたときは、交付された支援金の全部又

は一部を返還すること。  

  ・その他（                           ） 

 

□   交付しません  

 

   理由 

 

 （教示事項）  

 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に

町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求

をすることができなくなります。  

 また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日（上記審査請求をした

場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に町を

被告として（町長が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし、この処分があっ

たことを知った日（上記審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（上記審査請求をした場合は、当該審査請

求に対する裁決の日）の翌日から起算して 1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。  

 



別記様式第３号（第６条関係）  

 

 年  月  日 

 

 御嵩町長 宛て  

 

              請求者 住  所            

商号又は名称          

代表者名          印 

電話番号           

 

御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金交付請求書  

 

     年  月  日付け御嵩町指令  第   号で交付決定を

受けた御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金について、そ

の交付を受けたいので御嵩町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援

金交付要綱第６条の規定により、次のとおり請求します。  

 

１ 請求金額         円 

 

２ 振込先 

金融機関名  

銀行・農協組合  

 

金庫・信用組合 

支店等名  

本店•支店  

 

支所•出張所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座  

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口座名義人  
 

 

 


